
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 接待飲食費の帳簿書類への記載事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：中小法人は接待飲食費の50%相当額が

損金に算入できるそうですが、帳簿書類への

記載要件があると聞きました。形式等が定め

られているのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：特に定められていません。 

【解説】  

法人税では、中小法人は、接待飲食費の額の

50%相当額と交際費等の額の年800万円(定額

控除限度額)までのいずれかを損金に算入す

ることができるとしていますが、接待飲食費

については、次の事項が記載された書類の保

存があるものについて適用されることとされ

ています。 

ただし、その書類の形式は問われていませ

んので、領収書であっても次の事項が記載さ

れており、それを保存していればこの適用を

受けることができます。 

①飲食等のあった年月日 

②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事

業に関係のある者等の氏名及びその関係 

③飲食等に参加した者の数 

④費用の金額並びにその飲食店、料理店等の

名称及び所在地(店舗を有しない等で名称、所

在地が明らかでない場合は領収書等に記載さ

れた支払先の氏名又は名称、居所又は事務所

等の所在地) 

⑤その他参考となるべき事項 

なお、相手方の氏名が一部不明の場合や多

数参加したような場合には、○○会社△△部、

××部長他10名、販売先というような記載方

法でも認められることとなっています。 
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